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１．申請受付期間
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【公募期間】

【令和４年度申請受付期間】
令和５年３月31日（金）17時（必着）まで

※ 申請受付期間経過後に到着した書類は、受付けいたしま
せん。 （交付申請手続きについては、十分に時間の余裕を
もって行っていただくようお願いいたします。）

※ 不備書類訂正や追加資料等の提出催促期限（60日以内）
を超過した場合には、助成金を交付できませんので、ご注
意ください。

※ 上記期間に提出された交付申請書は、先着順に受理し、審
査を行います。

※ 受理した申請の交付額の合計が、公社の予算の範囲を超
えた日（予算超過日）をもって、申請の受理を停止します。
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２．手続代行者
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【手続代行者】

【手続代行者】

・本助成金の交付申請等に係る手続の代行を

第三者に対して依頼することができます。

・手続代行者は交付申請等に係る全ての要件を
理解し、申請者との連携を図り、事業が円滑に推
進できるように努めてください。
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３．申請フロー

（１）交付申請～交付決定
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【申請フロー】
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申請者 申請書類
東京都環境公社

（クール・ネット東京）

申
請
手
続

交付申請書類作成 受理

審査

交付決定
等

助成金交付申請書（第１号様式）

誓約書（第２号様式）

同意書（第３号様式）

事業実施計画書（第４号様式）

交付決定通知書を郵送交付決定通知書を受領

施工業者決定・契約締結

複数見積書の聴取



【助成金交付申請】

本助成事業は、事前申請とします。

書類の審査は、提出された「助成金交付申請書」
（第１号様式）、「事業実施計画書」（第４号様式）及び
関連資料をもとに行います。

～誓約書について～

「規定の遵守」や「FIT制度やFIP制度の設備認定を受けない
こと」等の記載がありますので、必ず確認し提出してください
（誓約されない場合は助成対象外となります）。
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３．申請フロー 【申請フロー】



３．申請フロー

【交付決定】

公社は申請された事業について審査を行い、
予算の範囲内で交付決定します。

審査の結果、交付を決定した事業については、助成金
交付要綱の規程に基づき、助成事業者（助成金の交付を
決定した助成対象事業者）に対し、助成金交付決定通知
書（第５号様式）を送付します。また、不交付とする場合
には、「助成金不交付決定通知書」（第６号様式）を送付
します。
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【申請フロー】



３．申請フロー

※ 交付決定通知書に記載された助成金額は、助成限
度額を明示するものであり、助成事業者に対して実際に
お支払いする助成金額を約束するものではありません。

助成事業完了後、助成事業者から実績報告の提出を
受けた後に、公社からの通知により助成金額が確定しま
す。

なお、実際に助成事業に要した経費が交付決定額を超
えた場合であっても、当初決定し、公社が通知した助成
金額を超えてお支払いすることはできません。
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【申請フロー】



３．申請フロー

（２）事業開始～完了
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【申請フロー】
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申請者 申請書類
東京都環境公社

（クール・ネット東京）

事
業
開
始

《計画に変更が生じた場合》※交付決定後の変更に関しては計画変更を速やかに提出

申請書類作成

事業開始届作成

設計・工事等開始

助成事業開始届（第７号様式） 受理

受理
助成事業計画変更申
請書（第11号様式）等

設計・工事・支払等完了



３．申請フロー

【助成事業の開始】

① 交付決定通知書を受領後、当該設備の設計、調
達及び工事等の発注契約を締結してください。

「助成事業開始届出書」（第７号様式）を作成し、工
事契約書の写し等必要書類を添付して公社に提出し
てください。

提出期限⇒

事業に着手した日から14日以内に提出
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【申請フロー】



３．申請フロー

② 助成事業の開始日は、公社が助成事業の交
付を決定した日（交付決定日）以降で、助成事業
に係る設計又は工事の契約を締結する（予定）日
とします。

※ 助成事業に係る契約等は、交付決定日以降
に行ってください。

⇒国等他の助成事業と同時期に申請する場合も、契約は

当助成事業の交付決定以後に行うことが原則となります。

11© 2022 Tokyo Metropolitan Center for Climate Change Actions All Rights Reserved.

【申請フロー】



３．申請フロー

（３）実績報告～助成金の支払い
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【申請フロー】
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事
業
完
了
後

申請者 申請書類
東京都環境公社

（クール・ネット東京）

実績報告書類作成 受理実績報告書兼助成金交付請求書（第17号様式）

審査

助成金額の確定

現地調査（必要な場合）

助成金額確定通知書を受領

助成金の支払い指定口座に入金

助成金額確定通知書を郵送



３．申請フロー

【助成事業の実績報告、助成金の支払い】

助成事業が完了したときは、「実績報告書兼助成金交付請
求書」（第17号様式）及び添付資料を公社に提出してください。

提出期限⇒事業が完了した日から60日以内

最終提出期限⇒令和５年12月28日17時まで

※助成事業の完了日は、設置工事、設備の試運転の完了及
び助成事業者における支出義務額（助成対象経費全額）
を支出完了（精算を含む）した日とします。

実績報告書の審査が完了した後に、ご指定の口座へ助成
金が支払われることになります。
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【申請フロー】
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３．申請フロー

（４）助成金受領後
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【申請フロー】
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助
成
金
受
領
後

申請者 申請書類
東京都環境公社

（クール・ネット東京）

法定耐用年数まで維持・管理

《変更等が生じた場合》

各種申請書類作成 受理
等

事業者情報の変更届出書（第13号様式）

取得財産等処分承認申請書（第24号様式）



４.申請単位

１つの電力需給契約に対して、１申請とします。

なお、電力受給契約が異なれば、同一事業者で
も複数の申請が可能です。
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１事業者

導入する施設単位
で申請が必要
（１施設１受給契約
の場合）

1申請書 1申請書 1申請書

【申請単位】



【１つの施設で複数の申請する場合】
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こうしたケース以外に申請を分ける必要がある場合には、個別に公社までご相談ください。
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1申請書

※建屋ごとに工事契約が必要

１事業所

Ａ棟 Ｂ棟 Ｃ棟

1申請書 1申請書

４.申請単位 【申請単位】
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４.申請単位 【申請単位】

ただし、同一建物に同一の再生可能エネル
ギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利
用設備を複数設置する場合においては、契約
を分けて設置しても上限額は建物ごとに１億円
（中小企業等の場合）となります。
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４.申請単位 【申請単位】

（２） 再生可能エネルギー熱利用設備を設
置する場合においては、熱利用区域ごとの
単位とします。

（３） 同一の施設において再生可能エネル
ギー発電等設備と再生可能エネルギー熱利
用設備を同時に設置する場合は、それぞれ
が１つの申請単位となりますので、申請書
類を分け、２事業の申請としてください。



５.書類提出先等

【書類提出先・お問い合わせ】

書類の提出は、原則電子メールにてお願いします。

※郵送で提出される際は、必ず封筒の表面に「地産地消
型再エネ増強プロジェクト・助成金交付申請書類在中」
と赤字で記入してください。

（申請書類の到着に関するお問い合わせに、個別に回答すること
は出来かねます。到着まで追跡可能な方法で郵送していただき、
ご自身で申請書類の到着の確認をしてください。）
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【書類提出先等】
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５.書類提出先等

〒１６３－０８１０
東京都新宿区西新宿２－４－１ 新宿ＮＳビル１０階
公益財団法人東京都環境公社
クール・ネット東京
（東京都地球温暖化防止活動推進センター）

創エネ支援チーム

ＴＥＬ：０３－５９９０－５０６７
メール：cnt-zokyo@tokyokankyo.jp
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）

９時００分～１２時００分、１３時００分～１７時００分

20

【書類提出先等】
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注意事項

＜注意 ＞
※必要書類への記入漏れや不備等があった場合は、書類審査
を進めることができなくなります。必ず、助成金交付要綱及び助
成金申請の手引きをご一読いただき、手続きを行ってください。

※助成対象事業者は、本助成金の交付申請等に係る手続の代行
を、第三者に対して依頼することができます。

※提出された申請書類及び添付資料は、返却いたしませんので、
手元に控えを１部ご用意ください。

※申請書類の様式については、公社のホームページからダウン
ロードしてください。
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【注意事項】
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